
○11番（神野恭多）（登壇） みら

い新居浜の神野恭多です。 

今議会の初日、令和７年度の新居

浜市が向かうべき大きな方向性を、

古川市長より施政方針という形でお

聞かせいただきました。 

その中で市長は、不確実で将来予

想が困難な社会情勢において、適応

力という言葉に思いを込められまし

たが、歴史が証明するように、いつ

の時代も、力の強い者ではなく、変

化に適応してきた者が生き残ってき

たと言われています。新しい時代に

適応できる市政運営を進める中で、

足るを知りつつも、市長の目指され

る本市の未来へとアップデートされ

ることを期待いたします。 

 さらには、総合運動公園につい

て、市の財政状況や今後の社会環境

の変化も含め、各施設の使用目標年

数を鑑み、見合わせると表明されま

した。中長期的な視点で考えると必

要な判断であったと感じる中で、先

日読みました「人は皆、誰かの欲望

を模倣する。」というタイトルの本

を思い出しました。ルネ・ジラール

の模倣の欲望理論というそうで、内

容として、人はまねを通じて、ほか

の人が欲しがるものを欲しがり、自

分が欲しいと思っているそれは必ず

誰かの影響を受けているとありまし

た。全てにおいて共感できるもので

はありませんが、他市にあるから新

居浜にも必要だといった議論との共

通点を感じます。 

また、施政方針では、企業誘致・

留置及び立地の促進についても触れ

られていますが、市長が議員のとき

にまいた種が、先日報道されました

とおり、医薬品、衛生材料、化粧品

の卸売を中心とする大手企業の物流

倉庫の留置並びに四国の物流拠点と

しての拡充の実現として花を咲かせ

ています。 

こういった一つ一つの公約達成に

期待を寄せ、市長が大切にしている

教育環境に対して、通告に従い質問

をいたします。 

初めに、学校に行きづらい子供た

ちへの支援についてお伺いいたしま

す。 

文部科学省は、不登校児童生徒が

学校外で行った学習の成果を成績に

反映できるよう、学校教育法施行規

則を改正し、令和６年８月より施行

いたしました。 

これにより、教育支援センターや

フリースクール、自宅学習などでの

取組が正式に成績評価の対象となる

ことが明確化されました。 

本市においても、不登校児童生徒

の増加が課題となる中、本改正を踏

まえ、適切な対応が求められます。 

そこで、本市における不登校児童

生徒の学習支援と成績評価の実態に

ついてお伺いいたします。 初め

に、各学校に対し、学習成果の評価

基準や方法について、どのように指

導しているのか。また、成績への反

映がどの程度実施されているのか、

具体的な状況をお聞かせください。 

次に、不登校児童生徒の学習支援

体制についてお伺いします。 

本市の教育支援センターやフリー

スクールなどとの連携状況、現状と

今後の方針をお示しください。 



さらには、教員に対する研修や周

知活動についても、具体的な取組を

お聞かせください。 

最後に、本市の不登校児童生徒が

適切に学びの機会を得られるよう、

今後の支援策についての御見解をお

伺いいたします。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。高橋教育長。 

○教育長（高橋良光）（登壇） 神

野議員さんの御質問にお答えいたし

ます。 

未来を創り出す子どもが育つまち

づくりについてでございます。 

学校に行きづらい子どもたちへの

支援についてお答えいたします。 

まず、不登校の児童生徒における

学習評価の評価基準や方法につきま

しては、令和６年８月に文部科学省

から発出されました「不登校児童生

徒が欠席中に行った学習の成果に係

る成績評価について」では、成績評

価を行うに当たっては、文部科学大

臣が定める学習の計画、内容が、在

学する学校の教育課程に照らし、適

切と認められることなどの３つの要

件の下、学習の成果を考慮すること

ができる旨、各学校に対して指導し

ております。 

これを、本市の場合に当てはめま

すと、具体的な評価の方法として

は、自宅やあすなろ教室、スクノマ

の会等で学習した漢字練習や、英単

語の練習をはじめとする学習成果物

や定期テストの実施、学校から配ら

れたプリントや宿題及び課題や小テ

スト、タブレットドリル等の実施状

況、図画工作や美術作品、トマト栽

培等、各教科の学習内容にふさわし

い作品など、学校の教育課程に照ら

し、適切であると認められる内容に

ついて、学校が把握することが考え

られます。 

こうした取組について、学校との

間に定期的で継続的な連携がなされ

ているときには、各学校長の裁量で

肯定的に成績へ反映することが可能

です。 

次に、不登校児童生徒の学習支援

体制につきましては、あすなろ教室

やスクノマの会に出席できる児童生

徒は、学校とあすなろ教室等の職員

が連携し、学習状況を共有しなが

ら、学校復帰を目指した支援を進め

ており、今後も不登校児童生徒の居

場所、学習場所並びに社会的な自立

を支援する場所として継続的な支援

をしてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、教員に対する研修や周知活

動につきましては、年度当初の校長

会及び教頭会に、あすなろ教室の室

長が参加し、その役割や仕組みなど

について周知を図るほか、各校の生

徒指導主事に対しても、年間を通じ

て不登校対策の研修を実施し、管理

職と生徒指導主事の主導の下、各学

校内における研修へとつなげており

ます。 

次に、今後の支援策につきまして

は、家庭と連携し、児童生徒それぞ

れに合った学びの保障ができるよ

う、学校の別室使用や校内サポート

ルーム、あすなろ教室やスクノマの

会など、多様な学びの場があること

を周知するほか、ＩＣＴを活用した



学びの方法についても研究を進めて

まいります。 

学校外に学びの場がある場合は、

より一層、学校と家庭、施設が連携

し、継続した関わりを持つことが重

要となります。今後におきまして

も、児童生徒への働きかけを続けて

いくとともに、他機関と連携し、学

習支援を行ってまいります。 

○議長（小野辰夫） 神野恭多議

員。 

○11番（神野恭多）（登壇） 成績

を評価されることによって、自信が

ついたり、前向きになれる児童生徒

や、その保護者がいますので、非常

に重要なものだと考えています。よ

ろしくお願いいたします。 

また、本市における一定の指針の

必要性も感じますし、それが、現在

大きくかじを切る、教職員の働き方

へとつながります。 

そこで、次の、教職員の働き方の

改善についてお伺いいたします。 

文部科学省の調査によれば、全国

的に教員志望者が減少し、採用試験

の倍率も大幅に低下しています。こ

れにより、自治体ごとの教員確保が

困難になりつつあります。 

近年、新居浜市においても教員不

足が深刻化しており、特に新任教員

の早期退職により、年度途中で教員

数が不足する学校が増えていること

が懸念されます。教員不足の主な要

因として、過重労働が挙げられま

す。教員は、授業準備や指導のみな

らず、校務分掌、行事運営、部活動

指導など、多岐にわたる業務を担っ

ています。 

特に、小規模校では、１人の教員

が複数の業務を兼務せざるを得ない

状況になっております。さらには、

保護者対応の多様化により負担が一

層増加しており、結果として新任教

員の離職率が高まり、教育現場の安

定性が損なわれています。 

これにより、教職員の働き方の改

善に大きな隔たりとなっているよう

に感じます。 

そこでお伺いいたします。これら

の状況に対し、本市ではどのように

対応しているのでしょうか。 

特に、新任教員の定着率向上のた

めに、メンター制度の強化や業務負

担軽減策の導入など、具体的な取組

をお聞かせください。 

また、教員不足により、学級編制

や授業運営に支障を来している学校

の状況に加えて、緊急対応策につい

てもお聞かせください。 

今後、本市の教育の質を維持向上

させるためには、教員が働きやすい

環境の整備に加えて、働き方の改善

が不可欠です。県の教育委員会との

連携も含めて、本市として、教員不

足の解決に向けた中長期的なビジョ

ンと具体的な計画について、御見解

をお聞かせください。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。高橋教育長。 

○教育長（高橋良光）（登壇） 教

職員の働き方の改善についてお答え

いたします。 

まず、年度途中で教職員が不足し

た場合の対応についてでございます

が、直ちに愛媛県教育委員会と協議

し、講師等の派遣を要請いたしま



す。その上で、速やかに講師が見つ

からない場合には、教頭や他の教員

が学級担任をしたり、授業や校務を

分担したりすることで緊急対応をし

ております。 

次に、新任教員の定着率向上の取

組につきましては、初任者研修の実

施や、担当授業時数や校務分掌を初

任者に配慮したものとしているほ

か、メンター制度を導入し、新採指

導教員が日々の仕事について助言や

指導を行うことで、学校全体として

若年教員を支え、育てていく体制を

整えております。 

次に、教員不足の解消に向けた中

長期的なビジョンと具体的な計画に

つきましては、新居浜市で学んだ子

供たちが、将来、新居浜市で教員と

なって働きたいと思えるような教員

の姿を見せていくことができるよ

う、教育委員会主催の指導力向上セ

ミナーほか、多様な研修会を開催す

ることで、教員の魅力向上を目指し

た取組を一層充実させるよう取り組

んでおります。 

また、教員が、学校における様々

な現場のハードルを越えながら働き

がいを高めていけるように、各学校

では教員同士が支え合える手厚い支

援体制を構築することに注力してお

ります。 

今後におきましても、県教育委員

会とも十分に連携を図るとともに、

非常勤講師の採用についても幅広く

情報発信してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（小野辰夫） 神野恭多議

員。 

○11番（神野恭多）（登壇） これ

らの問題は、小中学校の適正規模、

適正配置へとも大きく関わっている

と考えております。現在のスピード

感と少子化の現状がマッチしている

とは思えず、遅きに失する可能性を

秘めているように感じます。 

先ほど述べました保護者対応は、

地域とともに解決するなど、学校を

飛び出した学校外の取組も必要にな

ってくると考えます。 

そこで、学校外での学びの重要性

を深く認識した上で、ラーケーショ

ンの導入についてお伺いいたしま

す。 

ラーニング、学びと、バケーショ

ン、休暇を組み合わせたラーケーシ

ョンの導入は、子育て世代の多様な

働き方に対応し、親子の時間を確保

するための有効な取組として注目さ

れています。特に、三交代勤務をは

じめとする変則勤務の家庭が多い新

居浜市においては、家庭の事情に応

じた柔軟な休暇取得が求められてい

ます。 

全国では、大分県別府市のたびス

タ休暇や、愛知県のラーケーション

の日などが先進的な事例として挙げ

られています。これらの自治体で

は、家庭の状況に応じた休暇取得が

可能となり、親子での貴重な体験が

学びの機会となっています。 

一方で、公平性や学習進度への影

響といった課題があります。このラ

ーケーションにつきましては、昨年

６月に野田明里議員から質問され、

さきに述べられた課題を含め、先進

自治体の実施状況や成果などを注視



するとの答弁がありました。 

これらの状況を踏まえ、2025年に

開催される大阪・関西万博を契機と

して、万博の教育的要素を活用し、

本市においてモデル的にラーケーシ

ョンを導入することはできないでし

ょうか。大阪・関西万博では、最先

端技術や環境問題、多様性など、子

供たちにとって貴重な学びの機会が

提供される予定です。 

施政方針にもありましたように、

本市でも、世界の人々に広く発信で

きる機会と捉え、1970年の大阪万博

以来55年ぶりとなる新居浜太鼓台の

派遣を通じ、本市の魅力を発信する

予定としています。 

また、住友グループが出展する住

友館では、本市に保有する住友の森

の樹木の活用や、別子の山々のシル

エットに着想を得たパビリオンの整

備が進められたと伺っているとあ

り、郷土愛の醸成に加えて、ふるさ

と学習の場へともつながります。 

これらを活用し、家庭と学校が連

携しながら学びの場を広げることが

できれば、新たな教育モデルの確立

につながると考えますが、大阪・関

西万博に合わせたラーケーションの

モデル導入に対してのお考えをお聞

かせください。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。高橋教育長。 

○教育長（高橋良光）（登壇） ラ

ーケーションの導入についてお答え

いたします。 

子供の学び、ラーニングと休暇、

バケーションを組み合わせたラーケ

ーションにつきましては、令和６年

６月議会において野田議員さんから

御提案をいただき、他市の実施状況

や成果について調査を進めてまいり

ました。 

その結果、実施自治体において利

用者からの評価も全般的に高く、良

好な成果が上がっている状況でござ

いましたことから、子供の新たな学

びの体験と、保護者との触れ合いの

機会を増やすことを目的といたしま

して、令和７年度において試行する

ことを目指し、現在、実施要件など

について協議を行っているところで

ございます。 

神野議員さん御案内のとおり、今

年は大阪・関西万博が開催される記

念すべき年でございますので、ラー

ケーションが本市の子供たちにとっ

て最先端の技術や環境問題などの新

しい学びを体感する契機としていた

だけることを期待しております。 

○議長（小野辰夫） 再質問はあり

ませんか。神野恭多議員。 

○11番（神野恭多）（登壇） 御答

弁ありがとうございます。 

ラーケーションによって多くの子

供たちが貴重な学びの機会に触れる

とともに、太鼓台派遣のタイミング

に参加できれば、盛り上がりに寄与

することができるだけでなく、その

雄姿や光景は、子供たちの心に大き

く刻まれるものになると考えます。 

さらには、学校に行きづらい子供

たちの、一歩踏み出す機会にもなる

と思いますので、ぜひ、使用しやす

い制度となりますようお願いして、

質問を終わります。 

 


